
令和５年度鹿児島市短期集中運動型サービスモデル事業業務委託契約における

企画提案競技実施要領

１ 委託業務名

  短期集中運動型サービスモデル事業業務委託

２ 委託業務の概要

(1) 募集事業所

  次の３類型から各１事業所を募集。

    ア 介護予防・生活支援サービス事業における運動型通所介護サービス指定事業所

     介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき市長が指定する者

    イ 医療機関

     医療法第３９条第１項及び第２項の規定による医療法人 等

    ウ 運動施設

     フィットネスクラブやスポーツジム等の運営を行う法人 等

(2) 募集区分及び業務の場所

  提案者は、希望する募集区分を第３希望まで応募することができる。

募集区分 区域 ※１

北部
【地域包括支援センターの以下事業所の管轄エリア】

吉野（緑ヶ丘含む）、伊敷台、上町、西伊敷、吉田、郡山

中部
【地域包括支援センターの以下事業所の管轄エリア】

武・田上（武岡含む）、中央、鴨池北、城西、桜島、松元

南部
【地域包括支援センターの以下事業所の管轄エリア】

谷山北（星ヶ峯含む）、鴨池南、谷山南、谷山中央、喜入

※地域包括支援センターの管轄エリアの詳細はＰ６「参考資料」をご参照ください。

(3)業務の内容 仕様書のとおり

３ 委託期間

  契約締結の日から令和６年３月３１日

４ 企画提案提出要領

(1) 提出書類及び提出部数

ア 企画提案競技参加申出書（様式１）

イ 業務実績調書（様式２）

ウ （法人）商業登記簿謄本

  （個人）身分証明書  

エ 印鑑証明書  

  オ 決算書（この告示の日前における直近の１期分の財務諸表）

   カ 鹿児島市が発行した市税に滞納がないことの証明書（この告示の日以降に発行された

   ものに限る。徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書

   類）

    ただし、鹿児島市内に営業所がない場合等で、鹿児島市に納税義務がない場合は、本

   社所在地の発行の「市区町村税」納税証明書とする。（この告示の日以降に発行された



   もの）

  キ 委任状兼使用印鑑届（様式３）（必要な場合のみ）

  ク 企画提案書（様式４）  正本１部 副本９部

  ケ 見積書（様式５）  正本１部 副本９部

(2) 注意事項

ア この告示の日現在において、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿又は鹿児島

市物品購入等入札参加有資格業者名簿に登録のある者については、(1)のウからオまで

の書類の提出を省略することができる。

イ 商業登記簿謄本、身分証明書及び印鑑証明書は、令和５年１月１日以降に発行され、

又は証明されたものを提出すること。

ウ (5)の提出書類のうちクからケまでについて

   正本 １部（表紙に会社名、住所及び代表者を記入し押印すること。）

   副本 ９部（会社名、住所、社章等の企業名が分かる記述をしないこと。）

(3) 提出先

   鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課

(4) 提出期限

  ア (1)の提出書類のうちアからキまで

    告示の日から令和５年４月１４日（金）まで（土曜日及び日曜日を除く。）

イ (1)の提出書類のうちクからケまで

    告示の日から令和５年５月１２日（金）まで（土曜日及び日曜日、祝日を除く。）

(5) 提出方法

  郵送または直接持参

(6) 企画提案書等の取扱い

   提出された企画提案書の取扱いは次のとおりとする。

     ア 企画提案書等は、返却しないものとする。

イ 企画提案書等の作成、提出など、企画提案競技への参加に関する一切の費用は、

提出者の負担とする。

ウ 企画提案書等は、審査及び説明を目的に、その写しを作成し、使用することがで

きる。

エ 企画提案書等は、公平性、透明性及び客観性を確保するため、提出者名を伏せて

審査する。

オ 企画提案書等は、提出後の差替え、追加等は認めない。

     カ 企画提案書等の提出後、本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めるこ

     とがある。

キ 提出された企画提案書等について、鹿児島市情報公開条例に基づく開示請求があ

った場合は、同条例に基づき不開示情報を除いた情報を公開することがある。

(7) 作成上の注意

  ア 企画提案書は、Ａ４版で作成し、ページ番号を見易い位置に付すこと。

イ 提案書の内容は、文書で簡潔に概要を記述すること。

ウ 様式のほかに、文書を補完するためのイラスト、マニュアル、イメージ図等を添

付してもよい。

  ただし、添付する書類はＡ４版とし、関連する様式の次に添付し、様式と併せて

   通しでページ番号を見易い位置に付すこと。



５ 予算上限額

項目 事業所の受入数

執行予定額

（消費税及び地方消費税を含

む。）

事業全体

６０人以上９０人以下

（３事業所×２クール×１０人以上１５人以

下）

４，０１２，８００円

１事業所
２０人以上３０人以下

（２クール×１０人以上１５人以下）
１，３３７，６００円

※各事業所１クールのプログラム達成者数を１０人以上にすること。

※１クール目のプログラム達成者数が１０人を満たさない場合は、２クール目の人数を多く

  することにより、２クールのプログラム達成者合計数を２０人以上にすること。

※上記の金額は、予算の上限であって契約額ではないので、留意すること。

※契約額は、実際の事業所の受入数により変更することは想定していないので、留意するこ

  と。

６ 審査及び選定

(1) 選定方法

  ① 募集事業所

   次の３類型から各１事業所を選定。

    ア 介護予防・生活支援サービス事業における運動型通所介護サービス指定事業所

     介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき市長が指定する者

    イ 医療機関

     医療法第３９条第１項及び第２項の規定による医療法人 等

    ウ 運動施設

     フィットネスクラブやスポーツジム等の運営を行う法人 等

    ※ ア～ウの類型のうち、応募がない類型については他の類型から選定する。

  ② 選定数

   次の募集区分の中から、各１事業所を選定。

    ア 北部ブロック

     ※地域包括支援センターの以下事業所の管轄エリア

      吉野（緑ヶ丘含む）、伊敷台、上町、西伊敷、吉田、郡山

    イ 中部ブロック

     ※地域包括支援センターの以下事業所の管轄エリア

      武・田上（武岡含む）、中央、鴨池北、城西、桜島、松元

    ウ 南部ブロック

     ※地域包括支援センターの以下事業所の管轄エリア

      谷山北（星ヶ峯含む）、鴨池南、谷山南、谷山中央、喜入

        ※原則として１者を複数ブロックで選定することはない。

        ※ア～ウの募集区分のうち、応募がない区分については他の区分から選定する。

③ 選定方法

   すこやか長寿部業者選定委員会において、企画提案書のプレゼンテーション審査を行

   い、審査委員が評価項目毎に評価点を付け、合計得点が全体の６割以上の者のうち、高



   得点の者から順に、当該得点者の希望順で選定する。

   ただし、１者しか応募がない募集事業所の類型及び募集区分においては、希望順に関

   わらず当該応募者を優先的に選定する。

(2) 失格事項等

     次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。

ア 企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しなかった場合

イ 企画提案競技に参加する資格要件を欠くこととなった場合

ウ 提出書類に重要な誤脱があった場合

エ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合

オ 審査や評価の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合

カ その他この実施要領の規定に違反する場合

(3) プレゼンテーション審査日

    令和５年５月２３日（火）（予定）

(4) 注意事項

ア 選定委員会によるプレゼンテーション審査の開催日時等の詳細は、申込者に対

し、

  後日通知する。

イ プレゼンテーションは、実際に業務の主担当となる予定の者が行うこと。

ウ プレゼンテーションの時間は２０分以内とする。

エ プレゼンテーション時に提案書の記載内容を抜粋したパワーポイント等を作成し

  て説明しても差し支えない。

イ 追加資料等の提出は認めない。

ウ 辞退する場合は、事前に辞退届（様式７）を提出するものとする。

７ 評価基準

評価項目 評価基準 点数配分

ア プログラム内容 効果的な運動機能の向上が見込まれること。 ２５点

イ 介護予防の取組 地域における介護予防の取組を実施してお

り、さらに、本事業との連携により、今後の

効果的な事業実施が見込まれること

２０点

ウ 社会参加への取組 サービス終了後の通いの場等への社会参加に

繋げる取り組みが工夫されており、利用者の

社会参加の実現が見込まれること。

２５点

エ 地域包括支援センター

  との連携

これまでも地域包括支援センターと連携して

おり、さらに、本事業との連携により、今後

の効果的な事業実施が見込まれること

１０点

オ 実現性 実施体制（スケジュールや人員体制、業務分

担等）及び費用が妥当であり、スムーズな運

営が期待できること

１０点

カ 総合評価 企画提案書及びプレゼンテーションにおける

総合的な評価
１０点

合  計 １００点



８ 質問の受付及び回答

(1) 受付期限

   令和５年４月１９日（水）午後５時１５分まで（期限厳守）

(2) 提出方法・提出先

   下記様式により、電子メールで提出すること。電話など口頭による照会には回答しない。

   電子メールアドレスchoujuanshin-chi@city.kagoshima.lg.jp

(3) 提出様式

   質問書（様式６）

(4) 記載内容

   質問は、本委託業務に係る条件や応募手続きに係る事項に限る。質問の趣旨を簡潔に記

  入すること。質問書に質問者の会社（団体）名・氏名及び連絡先等を必ず記入すること。

(5) 回答方法

   質問及びその回答内容のみについて、令和５年５月８日（月）までに、市ホームページ

  にて回答する。

９ 選定結果について

(1) 審査結果は、提案書を提出した者に文書で通知する。

(2) 選定結果に対する質問及び異議申し立ては認めない。

１０ スケジュール

内 容 日 時

(1) 告示 令和５年４月３日（月）

(2) 参加申込書提出期限 令和５年４月１４日（金）午後５時１５分まで

(3) 参加決定通知 令和５年４月１９日（水）

(4) 企画提案書等の提出期限 令和５年５月１２日（金）午後５時１５分まで

(5) プレゼンテーション審査 令和５年５月２３日（火）（予定）

(6) 選定結果通知 令和５年５月下旬（予定）

(7) 契約締結 令和５年６月上旬（予定）



参考資料


